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発芽玄米の属性について 

 

一般社団法人 日本発芽玄米協会 

技術委員長 理事 青 砥 弘 道 

 

 

当協会では本年８月３０日と９月１７日の２回にわたって技術委員会を開催し、首題の件につき協議

いたしました。また周知の通り、１０月１２日の理事会において議案を採決し、今後会員企業が発芽玄

米を定義し訴求する際の文言に関しては、下記原則に沿って行うものとする決定をいたしました。 

 

＜発芽玄米の属性について日本発芽玄米協会の公式見解＞ 

「発芽玄米は加工食品である。炊飯時に主食の白米に混ぜ込んで、栄養を強化し食するものである」 

 

 

 

 

通達  


